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公益財団法人川越女子高等学校同窓会𠮷
きっ

川
かわ

奨学財団選考委員会運営規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人川越女子高等学校同窓会𠮷
きっ

川
かわ

奨学財団（以 

下「この法人」という。）の定款に基づき、選考委員会の運営に関し必要な 

事項を定めることを目的とする。 

 

（構成等） 

第２条 選考委員会は､選考委員全員をもって構成し、定款で定めた事項につ  

き決議する。 

 

第２章 選考委員会の招集の手続等 

 

（招集権者） 

第３条 選考委員会は代表理事が招集する。 

 

（招集） 

第４条 選考委員会の招集通知は、選考委員会の開催日の１週間前までに、各  

選考委員に対して、書面又は電磁的な記録により発しなければならない。 

２ 前項の招集通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなけ

れぱならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、選考委員会は、選考委員の全員の同意がある  

ときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。  

   

（欠席） 

第５条 選考委員は、選考委員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に  

対して、その旨を通知しなければならない。 

 

第３章 選考委員会の議事 

   

（議長） 

第６条 選考委員会の議長となる者は、選考委員会に出席した選考委員の中か  

ら互選により定める。 

   

（定足数） 
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第７条 選考委員会は、選考委員の過半数の出席がなければ、開催することが  

できない。 

２ 議長は、選考委員会の開会に際し、出席者数を確認しなければならない。  

 

（選考委員会の決議事項） 

第８条 選考委員会は、定款第４条第１項第１号に定める事業の対象となる者 

及び第２号に定める事業の対象となる事業を選考する。 

 

（議題の審議等） 

第９条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。  

ただし、選考委員会に理由を述べて、その順序を変更することができる。  

２ 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。  

３ 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又  

は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助  

者に報告又は説明をさせることができる。 

４ 議長は、選考対象者と親族関係にあるなどの利害関係ある選考委員に対し、 

関係ある議題の付議から決議までの間、退席を命じることができる。 

   

（説明義務者） 

第１０条 選考委員の理事に対する質問の説明は、代表理事又はその指名した

理事が行う。  

２ 理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に説明させることができる。  

   

（一括説明） 

第１１条 理事は、選考委員の質問に対して一括して説明することができる。  

   

（決議の方法） 

第１２条 選考委員会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決に  

加わることができる選考委員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。  

   

（採決） 

第１３条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるとき  

は、審議終了を宣言し、採決することができる。 

２ 議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができ  

る。 

３ 議長は、採決が終了したときは、その結果を選考委員会に宣言しなければ  

ならない。 

   

（議事録） 
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第１４条 選考委員会の議事については、議事録は書面をもって作成し、議事  

の経過の要領及びその結果並びにその他事項を記載して、議長及び会議に出  

席した選考委員のうちから選出された議事録署名人２名が記名押印をしなけ 

ればならない。 

２ 前項の議事録は、１０年間この法人の事務所に備え置かなければならない。 

   

（欠席者に対する通知） 

第１５条 議長は、選考委員会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席  

した選考委員に対し報告しなければならない。 

 

第４章 雑 則 

 

（改廃） 

第１６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附 則 

この規程は、令和４年 ３月２７日から施行する。 

この規程は、令和５年１０月１１日から施行する。 


